
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新卒者を体験雇用した場合に支給される奨励金 

◆２月にスタートした 

「新卒者体験雇用事業」 

 厚生労働省は、今年２月１日に「新卒者体験雇用事業」

をスタートさせました。 

この取組みは、就職先が決まっていない新規学卒者を

対象として、体験的な雇用の機会を設けることで就職先

の選択肢を広げるとともに、企業と求職者間の相互の理

解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを

目的としています。 

以下では、この事業の中心となる「新卒者体験雇用奨

励金」の概略についてご紹介します。 

 

◆体験雇用の対象となる新規学卒者 

この「新卒者体験雇用奨励金」は、就職先未決定の新

規学卒者を31日間の体験雇用（有期雇用）として受け入

れた企業に対して、対象者１名につき「月額８万円」を

支給するものです。 

体験雇用（有期雇用）の対象となる新規学卒者は、以

下の（１）（２）のいずれにも該当する者のうち、「正規

雇用の実現」または「雇用機会の確保」のために、体験

雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認め

る者です。 

（１）平成21年10月から平成22年９月末までに卒業し

た者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者 

（２）ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定

の者 

 

◆奨励金受給のための要件 

この奨励金を受給するための要件は、以下の通りです。 

（１）ハローワークに「体験雇用求人」を登録すること 

（２） 体験雇用は31日間の有期雇用であること 

（３）体験雇用開始の日から10日以内に「体験雇

用実施計画書」を提出すること（提出にあ

たっては対象者の同意を得る必要がある） 

（４）体験雇用終了日の翌日から起算して 1 カ月

以内に「体験雇用結果報告書兼新卒者体験

雇用奨励金支給申請書」を提出すること（提

出にあたっては対象者の同意を得る必要が

ある） 

 

◆１人当たり８万円を支給 

ハローワークによる審査終了後に、対象者１人

当たり８万円の奨励金が支給されることとなって

います。 

なお、平成23年３月末までに体験雇用を開始し

た対象者が奨励金の支給対象となりますが、体験

雇用終了後の正規雇用への移行に関しては、他の

「雇入れ助成金」の支給対象とはなりませんので、

注意が必要です。 

 

平成２２年４月 

「ツイッター」の利用拡大と採用活動への活用 
 

 

連絡先：〒170－0013 

東京都豊島区東池袋3－1－4メゾンサンシャイン1117 

電 話 ： 03－6906－8779 ＦＡＸ ： 03－6906－5698 

◆鳩山首相も活用 
インターネット上で、140文字以内でメッセージ

をやり取りするコミュニケーション・サービスの 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
政府は、厚生労働省所管の「独立行政法人雇用能

力開発機構」を来年 4月までで廃止し、大半の業務
を別の独立行政法人に移管する方針を明らかにし

ました。ご時勢といえばそれまでですが、2 年ほど
前まで雇用能力開発機構で能力開発セミナーの講

師をしていましたので、少し寂しい感じを受けま

す。廃止が取りざたされたころ、そこの担当者が「安

価で質の高いセミナーを開催し受講生を集めると

民業を圧迫するというし、ささやかに受講生を集め

てセミナーを開催すると、贅沢、税金の無駄遣いと

批判する、はじめに結論ありきで内容を深く検討し

てくれない」とメディアに対し怒りをあらわにして

おりました。労働者の就業機会を確保する手段とし

て安い費用で質の高い講習を受ける機会を保障す

るという責任は、本来、国が負わなければならない

ものと私は思っておりますが、「国がやらないので

あれば、俺がやる」と考えて始めたのがネクストイ

ンターセクションでした。まだまだ不十分ではあり

ますが、少なくてもその志は諒としていただければ

ありがたく思います。（大滝） 
大滝は「独立行政法人雇用能力開発機構」の廃止

を「ご時勢」と表現しておりますが、世の中の本質

は無常という言葉に象徴されるように「常なるもの

などない」ということなのでしょうか？自分も含め

自分の周りすべてが、変化することが常であるなら

ば、やはり私も少し寂しい感じや戸惑いを受けま

す。そこで私たちが企業人として常に心がけておか

なければいけない事が「変化に耐えられる企業の構

築」「強靭で対応能力の優れた人材の育成」これが

今のような厳しい時代を企業が生き抜くための対

策に繋がると私は考えます。確かに今研修に参加す

る事にお金を使うことは難しいと思いますが、ここ

できっちりと人材を育て変化に対応できるように

しておくことが大変重要です。私たちがネクストイ

ンターセクションを設立してこの 3月でまる 1年を
迎えました。より充実した研修内容にしていきます

のでどうぞ宜しくお願いいたします。（馬場） 

■ 当事務所よりひとこと 
「ツイッター」がブームとなっています。 
鳩山首相を初めとする政治家やカリスマ経営者など、

有名人のユーザー登録・利用も増えるなどの影響により、

利用者はますます増えていきそうです。 
 

◆140字以内の投稿 
この「ツイッター」は、「ミニブログサービス」とも言

われており、日常の出来事や自分の身の周りで起きたこ

と、感想などを、140 文字までの短文でインターネット
に投稿するものです。投稿のことは「ツイート（つぶや

き）」と呼ばれ、「ツイッター」の語源となっています。 
特定の人のアドレスを登録することにより継続的な読

者となることができるため、「ブログ」と比較すると、よ

り短時間で情報が広まりやすいという特徴を持っていま

す。 
 

◆社長によるメッセージ発信 
採用活動にこの「ツイッター」を活用する中小企業も

出てきているようです。社長が「ツイッター」を活用し

て直々にメッセージを流したベンチャー企業の就職イベ

ントには、２日間で約 40 名の参加者が集まったそうで
す。 
別の会社の社長は、「企業のトップと就職活動中の学生と

が直接的につながることができ、新しい試みとして非常

に有効である」といった感想を述べています。また、「人

材を募集しようとお金をかけて広告を出したがなかなか

人が集まらず困っていたら 30人ほど反応があった」とい
う人事担当者もいるようです。 
 
◆新しい募集・採用手段として 
また、「ツイッター」を「就職活動中の情報収集手段」

として捉える学生も増えているようです。 
これからの時代、新しい募集・採用手段として「ツイ

ッター」を活用する企業も増えてくるのではないでしょ

うか。 


